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頁 新 旧 修正理由・備考 

２ 第１節 計画作成の趣旨 

第２ 定義 

７ 「要配慮者」とは、高齢者、障がい者、傷病者、外国人、児童、乳幼

児、妊産婦等、必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自らを守

るために安全な場所に避難するなどの災害時の一連の行動をとるため

に支援を要する者をいう。 

 

第５ 計画の対象とする災害 

長野県内には、原子力事業所が存在せず、また、他県にある原子力

事業所に関する「予防的防護措置を準備する区域（原子力事業所から

概ね半径５Km ）」及び「緊急防護措置を準備する区域」（原子力事業

所からおおむね半径 30km圏内）にも上田市は含まれないが、東日本

大震災における原子力災害では放射性物質が緊急防護措置を準備す

る区域より広範囲に拡散し、住民生活や産業に甚大な被害をもたらし

ている。 

こうした経過を踏まえ、原子力事業所の事故により放射性物質若し

くは放射線の影響が広範囲に及び、県内において原子力緊急事態に伴

う屋内退避若しくは避難が必要となったとき、又はそのおそれのある

ときを想定して、災害に対する備え、応急対策及び復旧・復興を行う。 

 

第１節 計画作成の趣旨 

第２ 定義 

７ 「要配慮者」とは、高齢者、障がい者、傷病者、外国人、児童、乳幼

児、妊産婦等のうち、必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自

らを守るために安全な場所に避難するなどの災害時の一連の行動をと

るために支援を要する者をいう。 

 

第５ 計画の対象とする災害 

長野県内には、原子力事業所が存在せず、また、他県にある原子力

事業所に関する「緊急防護措置を準備する区域」（原子力事業所からお

おむね半径 30km圏内）にも上田市は含まれないが、東日本大震災に

おける原子力災害では放射性物質が緊急防護措置を準備する区域よ

り広範囲に拡散し、住民生活や産業に甚大な被害をもたらしている。 

こうした経過を踏まえ、原子力事業所の事故により放射性物質若し

くは放射線の影響が広範囲に及び、県内において原子力緊急事態に伴

う屋内退避若しくは避難が必要となったとき、又はそのおそれのある

ときを想定して、災害に対する備え、応急対策及び復旧・復興を行う。 

 

県の地域防災計

画に合わせて修

正 
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頁 新 旧 修正理由・備考 

１７ 第７節 屋内退避、避難誘導等の防護活動 

第１ 屋内退避及び避難誘導 

２ 市長は、内閣総理大臣から屋内退避若しくは避難に関する指示があ

ったとき、又は原子力緊急事態宣言があった時から原子力緊急事態解除

宣言があるまでの間において人の生命又は身体を災害から保護し、その

他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、住民等に

対する屋内退避又は避難の指示等の措置を講ずる。 

（１）～（５） （略） 

なお、「原子力災害対策指針（最新改定日 令和 5年 11月 1日）」で

示されている屋内退避及び避難等に関する指標は次の表のとおり。 

基準の概要 
初期設定値（※

1） 
防護措置の概要 

地表面からの放射線、再浮遊

した放射性物質の吸入、不注

意な経口摂取による被ばく

影響を防止するため、住民等

を数時間内に避難や屋内退

避等させるための基準 

500μSv/h（地上

１m で計測した

場合の空間放射

線量率 ※２） 

数時間内を目途

に区域を特定し、

避難等を実施。

（移動が困難な

者の一時屋内退

避を含む） 

地表面からの放射線、再浮遊

した放射性物質の吸入、不注

意な経口摂取による被ばく

影響を防止するため、地域生

産物 ※３  の摂取を制限す

るとともに、住民等を１週間

程度内に一時移転 ※４ さ

せるための基準 

20μSv/h（地上

１m で計測した

場合の空間放射

線量率） 

１日内を目途に

区域を特定し、地

域生産物の摂取

を制限するとと

もに１週間程度

内に一時移転を

実施 

※1 「初期設定値」とは、緊急事態当初に用いる値であり、地上沈着し

た放射性核種組成が明確になった時点で必要な場合には改定される。 

※2 実際の適用に当たっては、空間放射線量率計測機器の設置場所にお

ける線量率と地上１ｍでの線量率との差異を考慮して、判断基準の値

を補正する必要がある。 

※3 「地域生産物」とは、放出された放射性物質により直接汚染される

野外で生産された食品であって、数週間以内に消費されるもの（例え

ば野菜、該当地域の牧草を食べた牛の乳）をいう。 

※4 「一時移転」とは、緊急の避難が必要な場合と比較して空間放射線

量率は低い地域ではあるが、日常生活を継続した場合の無用の被ばく

を低減するため、一定期間のうちに当該地域から離れるために 実施

する措置をいう。 

 

第７節 屋内退避、避難誘導等の防護活動 

第１ 屋内退避及び避難誘導 

２ 市長は、内閣総理大臣から屋内退避若しくは避難に関する指示があ

ったとき、又は原子力緊急事態宣言があった時から原子力緊急事態解除

宣言があるまでの間において人の生命又は身体を災害から保護し、その

他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、住民等に

対する屋内退避又は避難の指示等の措置を講ずる。 

（１）～（５） （略） 

なお、「原子力災害対策指針（最新改定日 令和 4年 7月 6日）」で示

されている屋内退避及び避難等に関する指標は次の表のとおり。 

屋外にいる場合に予想される被ばく線量 

予想線量（単位：ｍSｖ） 

防護対策の内容 
外部被ばくに

よる実効線量 

・放射性ヨウ素による

甲状腺の等価線量 

・ウランによる骨表面

又は肺の等価線量 

・プルトニウムによる

骨表面又は肺の等価

線量 

10～50 100～500 

住民は、自宅等の屋内へ

退避すること。 

その際、窓等を閉め気密

性に配慮すること。 

50以上 500以上 

住民は、指示に従いコン

クリート建家の屋内に

退避するか、又は避難す

ること。 

 

 

 

 

県の地域防災計
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頁 新 旧 修正理由・備考 

１８ 第８節 緊急輸送活動 

第１ 緊急輸送活動 

１ 緊急輸送体制の確立 

（１）市及び防災関係機関が行う緊急輸送の円滑な実施を確保するため、

必要に応じて県はこれの調整を行う。 

（２）市は、人員、車両等に不足が生じたときは、次表の関係機関に県を

通じ支援を要請する。 

輸送内容 関係機関 

モニタリング要員 

各種資機材 

(社)長野県トラック協会 

警察本部（緊急輸送道路の確保、車両の先導等） 

自衛隊 

避難住民等 (公益社団)長野県バス協会 

警察本部（緊急輸送道路の確保、車両の先導等） 

自衛隊 

 

 

第８節 緊急輸送活動 

第１ 緊急輸送活動 

１ 緊急輸送体制の確立 

（１）市及び防災関係機関が行う緊急輸送の円滑な実施を確保するため、

必要に応じて県はこれの調整を行う。 

（２）市は、人員、車両等に不足が生じたときは、次表の関係機関に県を

通じ支援を要請する。 

輸送内容 関係機関 

モニタリング要員 

各種資機材 

(社)長野県トラック協会 

警察本部（緊急輸送路の確保、車両の先導等） 

自衛隊 

避難住民等 (公益社団)長野県バス協会 

警察本部（緊急輸送路の確保、車両の先導等） 

自衛隊 

 

 

県の地域防災計

画に合わせて修

正 

１９ 第９節 飲料水・飲食物の摂取制限等 

第３ 経口摂取による被ばく影響を防止するため、飲食物の摂取を制限す

る際の基準 

対   象 
放射性ヨウ素（混合核種の代表核種：

Ｉ－131） 

飲料水 
300ベクレル／キログラム以上 

牛乳・乳製品 

野菜類（根菜・芋類を除く）、 

穀類、肉、卵、魚、その他 
2,000ベクレル／キログラム以上 

 （「原子力災害対策指針（令和 5年 11月 1日）」 

 

第９節 飲料水・飲食物の摂取制限等 

第３ 飲食物摂取制限に関する指標 

 

対   象 
放射性ヨウ素（混合核種の代表核種：

Ｉ－131） 

飲料水 
300ベクレル／キログラム以上 

牛乳・乳製品 

野菜類（根菜・芋類を除く）、 

穀類、肉、卵、魚、その他 
2,000ベクレル／キログラム以上 

 （「原子力災害対策指針（令和 4年 7月 6日）」 

 

県の地域防災計

画に合わせて修

正 

２０ 第１０節 県外からの避難者の受入れ活動 

第２ 避難者の生活支援及び情報提供 

２ 市及び県は、避難者に関する情報を活用し、避難者へ避難元市町村か

らの情報を提供するとともに、県及び県内市町村からの避難者支援に関

する情報を提供する。 

 

第１０節 県外からの避難者の受入れ活動 

第２ 避難者の生活支援及び情報提供 

２ 市及び県は、避難者に関する情報を活用し、避難者へ避難元市町村か

らの情報を提供する。 

 

県の地域防災計

画に合わせて修

正 

 

 

 

 

 

 

 

 


